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（
総
務
委
員
会
）

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
高
度
通
信
施
設
、
信
頼
性
向
上
施
設
及
び
高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
措
置
を

引
き
続
き
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時

措
置
法
の
廃
止
期
限
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
が
廃
止
す
る
も
の
と
さ
れ
る
期
限
（
平
成
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
）
を
平
成
二
十

三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


